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1. 電気事業法に基づく高濃度ＰＣＢ含有電気工作物に係る
掘り起こしの進捗状況について

⇒議題１にてご説明済み

2. 高濃度PCB含有廃棄物の処理促進の取組強化

3. PCB廃棄物の適正な処理促進に関する説明会の開催

《電力安全課》

《環境管理推進室》
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 今般、北九州事業地域において高濃度ＰＣＢ廃棄物が発見された事例を鑑み、今後
処分期限を迎える他の事業区域において同様のことが繰り返されることがないよう、下記
の様な対策を徹底。

２．高濃度PCB含有廃棄物の処理促進の取組強化

（１）制度周知・早期処理の要請
・本省電力安全課より、自家用電気工作物の設置者に対し、
早期処理にかかる要請文を発出。
・更に電気主任技術者に対しても、改めて高濃度PCB含有電
気工作物の有無の確認を求める要請文を発出。

（２）各監督部の取組状況について
・新型コロナウイルスによる緊急事態宣言の解除後、本省より各
監督部に対し、高濃度PCB含有電気工作物の処理促進の取
組強化を要請。
・各監督部においては、関係団体等と連携し、業界紙への掲載
やメルマガ、SNSを通じて情報発信を実施。また、PCB届出者
から適切な応答がない者等に対しては、監督部において報告
徴収や立入検査を実施していく。

（参考）中部監督部の取組事例
日本電気協会中部支部発行の業界誌

「きらきら（Vol.17）」へのPCB早期処理
にかかる記事を掲載（令和2年5月発行）



(1)PCB廃棄物の処理(PCB特別措置法)について：環境省 廃棄物規制課

(2)PCB含有電気工作物(電気事業法)について：経済産業省 電力安全課

(3)安定器の適正処理について ：(公財)産業廃棄物処理事業振興財団

(4)高濃度PCB廃棄物の処理手続きについて：中間貯蔵・環境安全事業(株)

(5)課電自然循環法について：経済産業省 環境管理推進室

実地
・10都市：札幌 仙台 京都 奈良 和歌山
神戸 大津 名古屋 大阪※ 東京※ 
・令和2年10月～令和3年1月

オンライン

・ライブ配信：2回（上記※の開催分）

・オンデマンド配信：

- ライブ配信を録画して特設HPに掲載
- 令和2年12月～令和3年度末まで配信

●チラシ・ポスター等送付 計277件
・都道府県 ・政令市等 ・経済産業局
・産業保安監督部 ・独法等・商工会議所連合会
・商工会連合会・関係団体

●広告掲載
・「環境管理」９～１月号（計5回）
(一社)産業環境管理協会機関誌

 経済産業省、環境省は、JESCOの処理期限が迫っていることを踏まえ、PCB廃棄物の適正
な処理促進を呼びかけるための事業者向け説明会を全国で開催。

 安定器の適正処理(仕分け等)についての議題を設け、PCB廃棄物の発見・処分事例も昨
年に引き続き紹介。

 令和２年度はコロナ禍を考慮してオンライン配信と大阪事業エリアを重点的に実地開催。

講演内容

説明会広報

３．PCB廃棄物の適正な処理促進に関する説明会の開催（1/2）

開催概要

●特設HP開設
・参加申込み受付、オンデマンド配信動画の掲載、
FAQの公開、 講演内容の質疑応答を実施予定。

●メールマガジンへの記事掲載の依頼
・経産省地方局・各産業保安監督部・中小企業庁
・JESCO・日本商工会議所・全国商工会連合会
・関連業界団体

●経済産業省Twitter
HPへのアクセスを促すため定期的にツイート
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３．PCB廃棄物の適正な処理促進に関する説明会の開催（2/2）

https://supportoffice.jp/pcb2020/

 広報活動の具体例については以下のとおり。

●特設HP開設 ●経済産業省Twitter

（事務局業務委託先： 有限会社ビジョンブリッジ）

https://supportoffice.jp/pcb2020/

